
 

中学校部活動の地域移行のスケジュールを示しました！ 

８月７日（月）、第２回東海市中学校部活動の地域移行推進委員会を開催し、地域移行の全体

ビジョンとスケジュール案を示しました。また、部活動に代わる地域のスポーツ・文化芸術活

動の環境整備に伴う課題と課題解決に向けた方向性についても議論が始まりました。 

部活動の地域移行スケジュールでは、文部科学省が示した令和５年度から令和７年度までの

改革推進期間を受け、「令和７年９月以降、休日の部活動を行わない」という目標を設定しまし

た。今後、部活動を引き継ぐ地域の受け入れ団体の充実に向けた環境整備や関係者への情報提

供及び各種アンケート調査等を行っていきます。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

◇ スポーツ活動を希望する生徒 ⇒  

 

◇ 文化芸術活動を希望する生徒 ⇒  

 

 

＊新東海市部活動ガイ

ドラインの運用開始 

第２号 令和５年８月２２日 発行 

〔事務局〕 

東海市教育委員会 

学校教育課 

・市スポーツ指導者バンク 

・吹奏楽指導者の確保 

・部活動への指導者派遣 

 

・公共施設、学校施設の利用条件等の見直し 

・地元企業、大学等の施設利用の検討 

・保護者負担支援 ・関係団体支援 

環境が整う 

休日の部活動を行わない 

（令和７年 9 月から） 

平日の部活動も行わない（期日未定） 

【課題④】 支援体制の充実 

環境整備スタート 

【課題③】 活動場所の確保 

【課題②】 指導者の確保 

  

・国、市の部活動ガイド

ラインに準じた活動 

・希望参加制 

・外部指導者の協力 

・複数校での部活動 

 

市内６中学校 

・スポーツ：52部 

・文  化：21部 

【学校部活動】 

【課題①】 受け入れ団体の充実 

・スポーツ：ＳＣ東海等の活動充実 

・吹奏楽：新たな吹奏楽組織の育成 

休日の新たな

活動スタート 

【学校部活動】 

「東海市中学校部活動の地域移行推進委員会」設置（令和５年６月） 

[意識調査] 

・児童 
・保護者 
・教師 

[情報発信] 

・市ＨＰ掲載 

・関係者周知 
【課題⑤】 コーディネーターの配置 

中学生が生涯にわたって地域で育っていく環境づくりを目指して 
～ 中学生がいつでも、だれでも、楽しく参加できる活動の場 ～ 

 

＊国の制度等の変更 

 

 (一社)スポーツクラブ東海のジュニアクラブやスポーツ

教室、各地域で活動しているスポーツ団体等への参加 

部活動地域移行の全体ビジョンとスケジュール 

「
学
校
部
活
動
」
の
在
り
方
の
見
直
し 

新たな吹奏楽組織や各地域で活動している文化芸術活

動団体等への参加 



部活動の地域移行に関わる重点プロジェクトのスケジュール（案）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

国

東海市
部活動の地域移行

スポーツ指導者
バンク

学校のスポーツ
ふれあい広場

＜学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン＞

休日の運動部活動の地域移行に向けた改革推進期間

推進委員会の立上げ・検討 R7.9月～ 土日祝の地域での活動スタート

制度設計検討
実施主体検討・調整

運用準備

R6.10月～募集及び登録依頼開始
（指導者の育成・認定指導者講習会の開催）

R7.4月～ 運用開始（派遣スタート）

ルール検討
協力団体との調整

モデル実施（市から依頼）

他の地域（学校）と調整

運用開始（バンクからの派遣）

学校との調整



東海市スポーツ指導者バンク設置要綱（案） 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第１１条に基づき、スポーツの指

導者その他スポーツの推進に寄与する人材を登録し、学校、地域、団体の要請に

応じて適切なスポーツ指導者を提供するとともに、スポーツ指導者の資質の向上

を図り、市民の継続的なスポーツ活動を支援するため、東海市スポーツ指導者バ

ンク（以下「指導者バンク」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、指導者バンクとは、第４条（登録指導者の資格）に基づ

き認定された指導者を登録し、市民の要請に応じ、適時スポーツ指導者を紹介す

る制度をいう。 

（業務） 

第３条 指導者バンクの業務は、教育委員会において処理し、その内容は次のとお

りとする。 

(1) 指導者の登録及び紹介に関すること。 

(2) 指導者の資質の向上に関すること。 

(3) その他指導者バンクの目的達成に必要な事項に関すること。 

（登録指導者の資格） 

第４条 指導者バンクに登録する指導者（以下「登録指導者」という。）は、１８

歳以上で（高校生卒業資格を持つ者）でスポーツの知識及び技術を有し、かつ、

それを市民に提供しようとする意思のある者で、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 日本スポーツ協会等公的機関が実施する指導者の資格を有する者 

(2) 教職員及び教職員のＯＢ 

(3) 東海市スポーツ推進委員 

(4) 東海市ふるさと大使 

(5)（一般社団法人）スポーツクラブ東海の認定指導者 

(6) その他、教育委員会が適当と認める者 

（登録指導者の登録） 

第５条 登録指導者のバンクへの登録は、次の手順により行うものとする。 



  (1) 指導者バンク登録を希望する指導者は、指導者バンク登録申請書を提出す

る。 

 (2) 教育委員会は、前項の規定による申請を受けた場合は、前条第１号から第

５号の者において、その内容を審査し、適当と認めるときは、指導者バンクに

登録するものとする。前条第６号の者については、教育委員会が実施する研

修等を受講し、教育委員会が適当と認めるときは、指導者バンクに登録する

ものとする。 

２ 登録指導者の登録期間は、登録された年度から起算して２年後の年度の３月

３１日までとし、３年目ごとに更新するものとする。 

（登録の変更及び取消し） 

第６条 登録指導者は、登録事項に変更が生じた場合又は登録指導者としての活動

が継続できない事情が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告するものとする。 

２ 教育委員会は、登録指導者が次の各号のいずれかに該当し、適格でないと判

断した場合は、その登録を取り消すことができる。 

(1) 登録指導者の立場を利用し、政治活動及び宗教活動を行った場合 

(2) 虚偽の申請内容があった場合 

(3) その他、登録指導者として適格でないと判断できる事由があった場合 

（登録情報の公表） 

第７条 登録指導者として指導者バンクに登録する情報は、申請書に記載された事

項（以下「記載事項」という。）とし、原則として住所、生年月日、自宅電話、

携帯電話、勤務先、所属団体および講師料の額以外の記載事項は公表するものと

する。ただし、登録者から公表を望まない旨の申出があるときは、この限りでな

い。 

（紹介対象となる団体及び個人） 

第８条 登録指導者の紹介は、次に掲げる団体を対象とする。 

(1) 市内学校、スポーツ団体、クラブ等 

(2) 市内在住の家族、個人等 

(3) その他、教育委員会が適当と認めたもの 

（指導者紹介の依頼） 

第９条 登録指導者の紹介を希望する団体等の代表者（以下「依頼者」という。）



は、指導を希望する期日の２週間前までに、東海市スポーツ指導者バンク指導者

紹介依頼書を教育委員会に提出するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の申請内容に適合する登録指導者を紹介する。 

３ 詳細な指導内容等については、登録指導者と依頼者の間で行うものとする。 

４ 依頼者は、活動終了後１０日以内に、東海市スポーツ指導者バンク利用結果報

告書を教育委員会に提出するものとする。 

（運用の手順） 

第１０条 指導者バンクの活用は以下の手順で行うものとする。 

(1) 教育委員会は、条件が適合する候補となる登録指導者及び依頼者を検索する。 

 (2) 教育委員会は、候補の指導者に「依頼者データ」を伝え、マッチング開始の

承諾を得る。 

(3) 教育委員会は、依頼者に「指導者データ」を伝え、マッチングを開始する。 

 (4) 教育委員会はマッチング後、登録指導者と依頼者に連絡をし、面談等により

具体的な内容を調整する。 

 (5) 依頼者は、登録指導者と契約を取り交わし、教育委員会に報告する。 

   なお、地域部活動等の長期にわたるスポーツ活動団体からの依頼があった場

合は、３回程度の試行指導を行い、契約を取り交わす。 

（6）教育委員会は、依頼者と登録指導者からの相談等に対応する。 

（7）依頼者は、指導状況についての評価書を活動終了後、１０日以内に教育委員

会に提出する。 

(8) 依頼者は、活動終了後、登録指導者に対し、指導経費を支払う。 

（指導経費） 

第１１条 登録指導者に対する謝金及び交通費は、依頼者が負担することとし、そ

の額は別に定める。 

（登録指導者の資質向上） 

第１２条 教育委員会は、登録指導者の資質向上のため、定期的な研修の実施や情報

の提供に努めるものとする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、指導者バンクについて必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 



付 則 

この要綱は、令和 年  月 日から施行する。 

  



別表 第１１条関係 

 

報酬及び交通費 

１，４００円／時間 

 

根拠：愛知県の最低賃金である１，０２７円に加え、「東海市特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」で市内の旅費は３７０円で

定められていることから、合算し、１，４００円としたもの。 

    

 

 



東海市スポーツ指導者バンクプロジェクト　事務の流れ（案）

管理者（実施主体は調整中）

案内先想定

・地域部活動
・市内小中学校
・コミュニティ

その他

各団体へ紹介依頼を
案内

公募

登録指導者

公募
推薦依頼

（団体・学校など）

登録申請

☆登録認定要件
(1) 日本スポーツ協会等公的機関が実施する指導
　　者の資格を有する者
(2) 教職員及び教職員のＯＢ
(3) 東海市スポーツ推進委員
(4) 東海市ふるさと大使
(5)（一社）スポーツクラブ東海の認定指導者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者

(1)～(5) (6)

登録更新

依頼者

認定（管理者が認定証発行）

バンク登録

指導者認定講習会
を受講

活動報告書の提出 指導評価書の提出

管理者・登録指導者・依頼者と面接を行い、仮契約
※依頼者の求めに応じて登録指導者は試行指導をする必要がある。

マッチング

スポーツ指導 ※学校部活動への派遣する場合は事前研修が必要

研修会

※指導者の資質を向上させるために実施



東海市スポーツ指導者バンクプロジェクト　事務の流れ（案）

管理者（実施主体は調整中）

案内先想定

・地域部活動
・市内小中学校
・コミュニティ

その他

各団体へ紹介依頼を
案内

公募

登録指導者

公募
推薦依頼

（団体・学校など）

登録申請

☆登録認定要件
(1) 日本スポーツ協会等公的機関が実施する指導
　　者の資格を有する者
(2) 教職員及び教職員のＯＢ
(3) 東海市スポーツ推進委員
(4) 東海市ふるさと大使
(5)（一社）スポーツクラブ東海の認定指導者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者

(1)～(5) (6)

登録更新

依頼者

認定（管理者が認定証発行）

バンク登録

指導者認定講習会
を受講

活動報告書の提出 指導評価書の提出

管理者・登録指導者・依頼者と面接を行い、仮契約
※依頼者の求めに応じて登録指導者は試行指導をする必要がある。

マッチング

スポーツ指導 ※学校部活動への派遣する場合は事前研修が必要

研修会

※指導者の資質を向上させるために実施



東海市スポーツ指導者バンク

スポーツを教えたい人

大募集！！

東海市スポーツ
指導者バンク

スポーツ指導者スポーツをする人

問合せ

専門家に
教えてほしい

スポーツの
指導をしたい

登録

紹介 依頼

マッチング

１８歳以上（高校生卒業資格がある）で以下の条件を満たしている方

(1) 日本スポーツ協会等公的機関が実施する指導者の資格を有する者
(2) 教職員及び教職員のＯＢ
(3) 東海市スポーツ推進委員
(4) 東海市ふるさと大使
(5) 一般社団法人スポーツクラブ東海の認定指導者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者

上記の条件を満たしていない方もご安心ください！
仮登録を行い、一般社団法人スポーツクラブ東海が年間２～３回開催している認定指
導者講習会（東海市教育委員会主催）を受講し、認定指導者になれば本登録できます。

東海市スポーツ指導者バンクは、スポーツ指導者を必要としている
学校・地域の団体とスポーツを指導したい人をマッチングさせる制度です。

⚠ 指導者登録の条件があります！

👀注目！

指導者になりたい、指導者を探している方はホームページを

ご覧になるか問い合わせ窓口までご連絡ください。 QR
問合せ：東海市教育委員会スポーツ課（東海市役所６階） 0562-603-2211または0562-33-1111



　東海市教育委員会　宛

　私は、東海市スポーツ指導者バンクに登録します。

フリガナ 性別

氏名 男・女

自宅TEL 自宅FAX

携帯TEL E-mail

その他

勤務先
勤務先
住所

競技歴

１　スポーツ・レクリエーション関係の所有資格

1

2

3

4

5

２　指導種目、指導対象、指導レベル、指導の方向性（該当する箇所に✔をつけてください）

幼児 小学生 中学生 高校生 成年 中高年 高齢者

(～6) （～12） （～15） （～18） (～39） （～64） （～65）

３　指導可能日時（該当する□に✔をつけてください）
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 祝日

４　希望指導形態（該当する□に✔をつけてください）
アドバイザー的指導（クラブ運営等、監督へのアドバイス）
監督的な指導（日常活動から公式試合までの全ての指導）
コーチ的指導（派遣先の監督の指導をサポートし、技術指導を主に行う。
活動の様子を見守る（指導はしない）

５　指導可能地域　（該当する□に✔をつけてください）
市内全域
市内一部地域（複数選択可）

緑陽 名和 渡内 平洲 明倫 富木島
船島 大田 横須賀 加木屋 三ツ池 加木屋南

裏面に続きます

生年月日

西暦　　　年　　月　　日（満　　歳）　　　　　　

方向性指導レベル

種目名 左の資格を公認する団体

〒

１全日　２午前
３午後　４夜間

初級・中級・上級

初級・中級・上級

初級・中級・上級

初級・中級・上級

  １  ２

  ３  ４

  １  ２

  ３  ４

  １  ２

  ３  ４

  １  ２

  ３  ４

  １  ２

  ３  ４

  １  ２

  ３  ４

  １  ２

  ３  ４

東海市スポーツ指導者バンク登録申請書（案）

  １  ２

  ３  ４

競技力向上・楽しむ

競技力向上・楽しむ

競技力向上・楽しむ

競技力向上・楽しむ

現住所

連絡先

公認資格名

指導種目名

指導対象



登録内容のホームページ掲載について

公開していい項目に✔をつけてください

氏名 性別 生年月日 住所（町まで）

連絡先 勤務先 競技歴

スポーツ・レクリエーション関係の所有資格

指導種目、指導対象、指導レベル、指導の方向性

指導可能日時

希望指導形態

指導可能地域



　　　　 年 　　月 　　 日

団体人数

【代表者又は担当者情報】

フリガナ 性別

氏名 男・女

自宅TEL 自宅FAX

携帯TEL E-mail

その他

□令和　　　　年　　　　月　　　　日まで

月曜 火曜 水曜 金曜 土曜 日曜 祝日 毎日

　この申請書における個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、厳正に取り扱うと共
に、バンク登録指導者とのマッチングにおいて、東海市教育委員会の職員が使用するほか、個人が特定されない範囲
の情報の一部をＨＰ上に掲載します。

審判資格

希望指導日時

報酬

詳細な状況
（指導の方向性や指導のレ
ベルなど詳細に御記入くだ

さい。）

現住所

〒

「東海市スポーツ指導者バンク」指導者紹介依頼書（案）

□下記について同意する　　□下記について同意しない

対象年齢・学年

希望指導形態

競技名

依頼期間 □指導者が見つかるまで

クラブ・学校名

□アドバイザー的指導(クラブ運営等、監督へのアドバイス)

生年月日

西暦　　　年　　月　　日（満　　歳）　　　　　　

□謝金の用意がある（自由記載…１時間あたり　　　　　　円程度、交通費は実費）

□指導者と交渉する　　□できればボランティア（無償）でお願いしたい

１全日　２午前　３午後　４夜間

木曜

□教員の負担軽減のため

□その他

□所有を希望する　　□所有は問わない

取扱注意

希望理由

□技術指導ができる指導者がいないため

□より高い技術を有する地域の指導力を生かすため

□参加者及び参加者の保護者からの要望があるため

□監督的な指導(日常活動から公式試合まで全ての指導)

□コーチ的指導(監督の指導をサポートし、技術指導を主に指導)

□活動の様子を見守る（指導はしない）

連絡先


